
 

 

（４）新型コロナウイルス感染予防に係る臨時休館について 

 

１．臨時休館に至るまでの利用制限等 

①２月２２日（土）、子ども向け図書館イベントの中止を決定（３月３１日まで）。 

②２月２８日（金）、特別貸し出し（倍貸し）を開始（３月３１日まで）。 

③２月２９日（土）、本館２階の読書室を閉鎖。 

④２月２９日（土）から、館内の長時間のご利用を控えていただく旨のアナウンスを 

開始（午前１１時と午後３時の１日２回）。 

⑤３月３日（火）、本館内の椅子を撤去。 

 

 

２．臨時休館 

３月４日（水）～当分の間 

※当初は３月１５日（日）までの臨時休館の予定であったが、再開については今後の 

状況を見ながら対応する。 

  ※分館についても、３月４日中に全ての分館を巡回し、封鎖等の措置を講じた。 

 

 

３．臨時休館後も通常どおり行っている業務（本館・分館） 

①資料の返却 

②資料の予約 

 ※３月３日（火）の午後６時で中止したが、３月５日（木）の午後１時３０分より 

再開した。 

③予約資料の受け取り 

④利用券の新規登録・発行 

資料 ４ 


